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１【提出理由】

 

セミコンダクター・マニュファクチュアリング・インターナショナル・コーポレーションが発行者である有価証券を本

邦以外の地域において発行したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第２号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

 

（注）１．別段の記載がある、または文脈上別段の必要がある場合を除き、本書に記載の「当社」はセミコンダクター・マニュ

ファクチュアリング・インターナショナル・コーポレーションを指す。

２．別段の記載がある場合を除き、「米ドル」は米国の法定通貨を指す。本書において記載されている米ドルから日本円

への換算は、１米ドル＝119.96円（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が発表した2015年４月１日の対顧客電信売買相場の

中値）の換算率により行われている。

３．別段の記載がある場合を除き、「香港ドル」は香港の法定通貨を指す。本書において記載されている香港ドルから日

本円への換算は、１香港ドル＝15.47円（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が発表した2015年４月１日の対顧客電信売買

相場の中値）の換算率により行われている。

 

 

２【報告内容】

 

(１) 有価証券の種類及び銘柄

2018年満期22,200,000米ドル・ゼロ・クーポン転換社債型新株予約権付社債券（以下「本社債」という。）

 

(注) 本社債は、ダタン・ホールディングス（香港）インベストメント・カンパニー・リミテッド（以下「ダタ

ン」という。）およびカントリー・ヒル・リミテッド（以下「カントリー・ヒル」という。）に対して2013

年11月７日に発行された2018年満期200,000,000米ドル・ゼロ・クーポン転換社債型新株予約権付社債券およ

び2014年５月29日に発行された2018年満期86,800,000米ドル・ゼロ・クーポン転換社債型新株予約権付社債

券ならびに2014年６月24日に発行された2018年満期95,000,000米ドル・ゼロ・クーポン転換社債型新株予約

権付社債券（以下、総称して「当初社債」という。）と統合され、本社債の発行日から単一のシリーズを形

成している。本社債の要項は、発行日を除き、すべての点において当初社債の要項と同一である。

 

(２) 発行価格

    各本社債の額面金額の101.5％　

    本社債は、記名式にて額面金額200,000米ドル（額面金額を超える場合は、100,000米ドルの整数倍）で発行され

る。社債券が本社債の登録上の所有権を有する各本社債の債権者（以下「本債権者」という。）に対して発行され

る。

 

(３) 発行価額の総額

    本社債の額面総額の101.5％

 

(４) 券面額の総額

    22,200,000米ドル（約2,663,112,000円）

 

(５) 利率

    本社債には利息を付さない。ただし、本社債の呈示がなされたにもかからわず、元本またはプレミアム（もしあれ

ば）の支払いが不当に留保または拒絶された場合はこの限りではない。

 

(６) 償還期限

    2018年11月７日

 

(７) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

    ①株式の種類

    　１株あたり0.0004米ドルの当社記名式額面普通株式（以下「当社株式」という。）

 

    ②株式の内容

    　当社株式の株主は、当社の通常定款に従い、(１) 配当請求権、(２) 残余財産分配請求権、(３) 当社の株主総

会に出席する権利および株主名簿において当該株主の名で登録された各当社株式につき１票の議決権を有する。

    　当社株式は、すべての点において他の当社株式と同等として取り扱われるものとする。

 

    ③株式の数

　216,096,723株
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(注) かかる数は、すべての本社債が以下(9)に記載される行使価格（１株当たり0.7965香港ドル）にて転換される

と仮定して算出された数である。

 

(８) 新株予約権の総数

    111個

 

(９) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

    １株当たり0.7965香港ドル（約12.32円）

 

(注) かかる金額は、本社債の要項に基づき、当社株式の併合、分割もしくは再分類、利益もしくは準備金の資本

化、分配（正貨による資産の分配および配当金もしくは現金の分配を意味する。）、当社株式のライツ・イ

シューもしくは当社株式、ライツ・イシューもしくはその他の有価証券（当社株式もしくはオプションを除

く。）にかかるオプション、市場価格を下回る有価証券の発行、転換する権利の変更および当社の株主（以

下「当社株主」という。）へのその他の募集により、固定の為替レート（7.7532香港ドル＝１米ドル）にて

調整される可能性がある。

 

(10) 新株予約権の行使期間

    本社債は、本社債の要項に記載される場合を除き、本社債の保有者によって、発行日（同日を含む。）から、満期

償還日の７日前の日（同日を含む。）の（本社債の転換受付場所現地時間の）営業終了時刻までの間に、本株式へ

転換可能である。本社債が、本社債の要項に従い当社によって満期償還日前に早期償還される場合には、転換期間

は償還期日の７日前（同日を含む。）の（本社債の転換受付場所現地時間の）営業終了時刻に終了する。

 

(11) 新株予約権の行使の条件

    本社債に付された新株予約権（以下「本新株予約権」という。）は、１以上の本社債に関して行使可能である。同

じ者に保有される複数の本社債が、同じ者によって１回で転換されるされる場合には、かかる転換によって発行さ

れる本株式の数は、転換される本社債の額面金額の総額に基づき算出される。

 

(12) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

    当社株式１株あたり0.0004米ドル（約0.05円）

 

(13) 新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みが

あったものとするときはその旨

    本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権にかかる本社債とし、当該本新株予約権の行使

時に当該本新株予約権にかかる本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額

の払込みがあったものとする。

 

(14) 新株予約権の譲渡に関する事項

    本新株予約権は本社債から分離譲渡できない。

 

(15) 発行方法

    第三者割当

    本社債は、2014年８月22日付で当社およびダタンとの間に締結された契約（以下「転換社債型新株予約権付社債券

引受契約」という。）に基づいて、ダタンに発行された。

 

(16) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

    ①手取金の総額

約22.4百万米ドル（約2,687,104,000円）

 

    ②手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

当社は、本社債の発行による正味手取金（手数料および費用控除後）を、当社の８インチおよび12インチの製造

設備に関連する生産能力の拡大にかかる資本的支出ならびに一般事業目的に利用する予定である。

 

(17) 新規発行年月日

    2014年12月４日

 

(18) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

    シンガポール証券取引所

 

(19) 引受人の氏名又は名称に準ずる事項

    該当事項なし
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(20) 募集を行う地域に準ずる事項

    中華人民共和国

 

(21) 金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容

    該当事項なし

 

(22) 当該有価証券を取得した者（以下「取得者」という。）の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事

業の内容

    下記(25)①(ａ)参照のこと。

 

(23) 出資関係、取引関係その他のこれらに準ずる取得者と提出会社との間の関係

    下記(25)①(ｂ)参照のこと。

 

(24) 保有期間その他の当該有価証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容

    該当事項なし

 

(25) 第三者割当の場合の特記事項

     ①割当先の状況

     (ａ)割当先の概要

名称 ダタン・ホールディングス（香港）インベストメン

ト・カンパニー・リミテッド

本店の所在地 香港15クイーンズ・ロード・セントラル、ザ・ラン

ドマーク、エディンバラ・タワー、18階

国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 該当事項なし

代表者の役職及び氏名 単独取締役 ゼン・カイジ

資本金 1,000香港ドル

事業の内容 投資持株会社

主たる出資者及びその出資比率 ダタンは、ダタン・テレコム・テクノロジー・アン

ド・インダストリー・ホールディングス・カンパ

ニー・リミテッド（以下「ダタン・テレコム」とい

う。）の完全所有子会社である。

 

     (ｂ)提出者と割当先との間の関係

         ダタンは、ダタンの株主持分に基づき当社の大株主であり、したがって当社の関連当事者である。当社が株

式等を発行する場合、ダタンはその時点における実質持株比率を維持する限度で新株予約権を行使できる。ま

た、当社の非執行取締役であるチェン・シャンジー博士は、現在当社の大株主であるダタン・テレコムの上級

副社長である。

 

     (ｃ)割当先の選定理由

         当社およびダタンの株式持分100％を保有するダタン・テレコムとの間に2008年11月６日付で締結された株式

売買契約ならびに当社、ダタンおよびダタン・テレコムの間に2014年８月22日付で締結された補足契約にした

がってダタンを選定した。

 

     (ｄ)割り当てようとする株式の数

         216,096,723株

 

         (注)かかる数は、すべての本社債が上記(9)に記載される行使価格（１株当たり0.7965香港ドル）にて転換さ

れると仮定して算出された数である。

 

     (ｅ)株券等の保有方針

         該当事項なし

 

     (ｆ)払込みに要する資金等の状況

         当社は、ダタンから2014年12月３日に本社債の払込金額の全額を受領した。

 

     (ｇ)割当先の実態

         当社が知る限り、ダタンは、反社会的勢力に該当しないまたは所属していない。

 

     ②株券等の譲渡制限
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     　本社債および当社株式の譲渡に関する制限はない。

 

     ③発行条件に関する事項

当社取締役会および当社の独立取締役会委員会は、本社債の要項は公正かつ妥当であり、転換社債型新株予約

権付社債券引受契約の締結は、当社の通常の業務の過程において正常な取引条件に基づくものであり、当社およ

び当社株主全体の利益になると考えている。ダタンに対する本社債の発行および本新株予約権の行使により発行

される当社株式は、2014年11月５日に開催された当社の臨時株主総会にて、当社株主（ダタンおよびその関連会

社を除く。）に承認された。

当社の独立取締役会委員会および当社株主（ダタンおよびその関連会社を除く。）は、転換社債型新株予約権

付社債券引受契約の条件およびかかる契約に企図される取引が、正常な取引条件に基づいており、公正かつ妥当

であり、当社および当社株主全体の利益になるとする、独立フィナンシャル・アドバイザーであるメシス・キャ

ピタル・リミテッドの助言に依拠した。

 

     ④大規模な第三者割当に関する事項

     　該当事項なし
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     ⑤第三者割当後の大株主の状況

 

 

氏名または
名称

住所 所有株式数
（株）

総議決権数
に対する所
有議決数の

割合
(1)

割当後の
所有株式数
（株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の

割合
(1)

 

ダタン・テレコ

ム・テクノロ

ジー・アンド・イ

ンダストリー・

ホールディング

ス・カンパニー・

リミテッド

中華人民共和

国

北京市

100191
学院路40号

6,793,860,293
(2) 18.95% 7,009,957,016 19.55%

 

チャイナ・インベ

ストメント・コー

ポレーション

（以下「CIC」と

いう。）

中華人民共和

国

100010

北京市東城区

朝陽門北大街

１号

新保利大厦

16-19階

3,874,532,995
(3) 10.81% 4,187,970,584 11.68%

 計 - 10,668,393,288 29.76% 11,197,927,600 31.24%

（注）

1． 2014年12月４日現在の発行済当社株式35,850,531,251株を基準とする。
 

2． かかる当社株式は、すべてダタン・テレコムの完全所有子会社であるダタンにより保有されている。  
3． かかる当社株式は、すべてカントリー・ヒルにより保有されている。カントリー・ヒルは、CICに支配さ

れている子会社であるブリッジ・ヒル・インベストメント・リミテッドの完全所有子会社である。
 

 

     ⑥大規模な第三者割当の必要性

     　該当事項なし

 

     ⑦株式併合等の予定の有無及び内容

     　該当事項なし

 

     ⑧その他参考になる事項

     　該当事項なし

 

(26) 2015年２月28日現在の資本金の額及び発行済株式総数

     ①資本金の額：14,350,611.75米ドル（約1,721,499,386円）

 

     ②発行済株式総数：35,876,529,375株

 

 

以上
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